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研究成果の概要（和文）：日欧各国の多様な経済組織におけるガバナンスとインセンティブ構造

の、理論的・実証的国際比較研究を通して、国家の歴史・制度・文化などの違いによる特徴を

確認し、それをもとにあらたな理論的分析枠組みの提示から、今後の日本における社会・経済

システムをデザインするための新たな方策の検討を行った。とりわけ非営利組織における勤労

意欲に注目し、新たな雇用・福祉のあり方を検討した。 
 
研究成果の概要（英文）：The governance and incentive structure of economic organizations 
in Japan and European countries are examined through development of comparative 
framework of, not only economical, but historical, institutional and cultural aspects. We 
investigated the new direction of policy measures for the designing of the social and 
economic systems in Japan. Especially, we focused on the work incentive mechanisms in 
non-profit organizations, and looked for the new way of employment and welfare policies. 
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１．研究開始当初の背景 
日欧各国の多様な経済組織におけるガバ
ナンスとインセンティブ構造の、理論的・実
証的国際比較研究を通して、国家の歴史・制
度・文化などの違いによる特徴を確認し、そ
れをもとにあらたな理論的分析枠組みの提

示から、今後の日本における社会・経済シス
テムをデザインするための新たな枠組が求
められている。また、社会関係資本（ソーシ
ャル・キャピタル）の視点から、単に閉じた
「組織」ではなく、さまざまな社会的ニーズ
を充足するための広義の「組織」のあり方に
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ついて、また、そのなかに位置づけられる
個々の多様な経済組織のガバナンスとイン
センティブ構造のあり方について分析・検討
を行うことが、これからの日本の組織が新た
な世界的経済・社会環境に適応するために不
可欠である。 
今世紀における雇用・福祉のあり方が、家
族の関係を通じて個人を自立させているの
か、逆に依存関係が強まっているのかについ
ては、さらに今後急速に高齢者比率が増大す
る日本はもちろん、すでに成熟した社会構造
を持つ多くのヨーロッパ諸国においても重
要な関心事であることは言うまでもない。こ
のような状況の下で、ヨーロッパ各国の研究
者とのこれまでのネットワークを基盤に、そ
れをさらに拡大しつつ、直面する政策課題に
関する学際的・実証的な国際比較研究を行う
ことは、全く新しい形での雇用・福祉の諸問
題を解決するための手がかりとなるはずで
ある。 
 
２．研究の目的 
賃金制度の変化にみる個人の勤労意欲構
造の変化と、非営利組織における勤労意欲に
注目しつつ、新たな雇用・福祉のあり方を検
討する。とりわけ、本研究の特徴は、今後の
社会保障制度を設計する上で、これまでその
一端を企業内福利厚生という形で担ってい
た営利企業組織と、協同組合の一形態である
ワーカーズ・コレクティブを含めた非営利組
織とで、個人の賃金・報酬制度に対する意識、
雇用機会から得られる働きがいなどの賃
金・報酬以外の要素の比較を行うことである。
多様化が進展する組織形態のもとで、個人が
どのような行動様式や意識構造を持ってい
るのかを検討することで、今後の日本におけ
る社会経済システム設計のあり方を探ろう
というものである。 
人々の暮らし方、働き方という基本的な視
点から、家族における個人のあり方、企業に
おける個人のあり方などが、最終的にそれぞ
れの国における社会保障・社会福祉政策のあ
り方を大きく規定していく性質のものであ
る。つまり、ミクロの個人単位での様々な選
択が総合してマクロの社会保障や社会福祉
を含めた財政だと経済社会全体の問題を規
定し、またそれが再び個人のあり方に影響を
与えていくという共通認識にたって、際だっ
て異なった社会経済システムの特徴を持ち
ながらも、英語圏の国家と比べると言語の問
題等で、これまで十分な情報の交換が行われ
てこなかったフランスをはじめヨーロッパ
の各国と日本との学際的な国際比較から、日
本の社会・経済システム設計のあり方に対し
て独創性のある提言を行うことを目指して
いる。 
 

３．研究の方法 
 日本においてこれまでのさまざまな規制
や制度が取り払われ、日本人の価値観がます
ます多様化して行く中で、フランスの「個」
を前提とする企業・雇用・福祉システムをは
じめヨーロッパの社会的経済から日本の社
会経済システム設計が学ぶべきことは多い。
このような日欧比較による学際的な実証的
研究は、日本における新たな企業・雇用・福
祉システムの構築と、その下でのあらたな個
人・家族・企業・政府それぞれのあり方の模
索に向けて、より実践的・戦略的な形で大き
く貢献すると確信する。 
 雇用・労働組織の変化にみる個人の勤労意
欲構造の変化と、非営利組織における勤労意
欲の源泉に注目しつつ、新たな雇用・福祉の
あり方を上記の視点から検討し、とりわけ、
今後の社会保障制度を設計する上で、これま
でその一端を企業内福利厚生という形で担
っていた民間営利企業と、ワーカーズ・コレ
クティブを含めた非営利組織とで、個人の賃
金・報酬制度に対する意識、働きがいなどの
賃金・報酬以外のインセンティブがどのよう
に変化しているのか比較を行ったうえで、今
後、就労支援・能力開発のスプリング・ボー
ドとして非営利組織が機能するためには、そ
の組織基盤の確立や人材の育成、また、地方
公共団体、民間営利企業も含めた協同体制を
どのように設計すべきであるかをあきらか
にする。 
従来、日本の雇用・能力開発政策体系にお

いて、これまでの日本的な雇用システムのあ
り方、また非営利組織あるいは社会的企業な
どの歴史の違いから、ヨーロッパ的な形での
地方自治体、非営利組織、営利民間企業の協
同による就労支援・能力開発に対しては、こ
れまで十分な政策的役割期待が置かれてこ
なかった。 
しかし、近年では、二重の意味で非営利組

織に対する期待が集まるようになってきた。 
すなわち、雇用の多様化という文脈のもとで
いう雇用の受け皿としての非営利組織と、行
政を補完・代替する就労支援組織としての非
営利組織という二つの面である。典型的な例
は、若者や女性たちの就労支援・能力開発を
行うNPOであり、支援と雇用という上記の両
方の面を持っている。 
営利組織、非営利組織、社会的経済組織の

形成過程と、その雇用・労働に関する制度設
計にもたらす影響の検証から、日本の社会経
済システムにおける雇用・労働のありかたを
検討する 
 
４．研究成果 
(1)本研究の目的は、人口減少により懸念さ
れる日本の財・サービスの供給組織、特に社
会的サービス供給分野の人材不足に対し、営



 

 

利企業、非営利組織（社会的経済）、政府・
地方自治体間で組織の垣根を超えた人的資
本および社会関係資本の流動化の拡大によ
る、社会的視野での有効な人材供給とガバナ
ンス構造の実現可能性を検討することであ
る。多様化する社会的サービス需要に対応可
能な人的資源供給のために、財政や人口の制
約が不可避な日本において避けられない検
討課題でありながら、依然としてセクターご
との相互排他的ともいうべき個別の人材育
成・ガバナンス構造から脱却できない現状は
いちはやく克服しなければならない。本稿は、
組織形態間の人的資本と社会関係資本蓄積
の不均衡に着目し、日本の経済発展と福祉社
会の形成という時間軸の先に、欧米の社会的
経済・社会的企業等による社会的サービス供
給体制整備の成果をいかに広げるべきかの
検討を行うプロジェクトの一環として、その
パースペクティブの提示を試みるものであ
る。 
(2)重要なキーワードは”Co-Production”で
ある。今後の社会的サービス供給において、
営利企業、非営利組織（社会的経済）、政府・
地方自治体間での「協働」が提案され、「協
働」が”Co-Production”の訳語として扱わ
れるのを目にするが、両者の意味するところ
は決して同じではない。「協働」には組織の
垣根を超えて個々の人材が移動し、共通のプ
ラットフォームでの”Co-governance”や”
Co-management”を共有することで、社会的
サービスの”Co-Production”に至り、その
過程でいわば「摺り合わせ」的にスキルを共
有・蓄積するという、人材育成の最も重要な
メカニズムがはっきり見えないからである。  
このような「摺り合わせ」による人材育成装
置構築の経験は我々にとって初めてのこと
ではない。これまでの日本企業における人的
資本蓄積のありかたは、職場内ではあるがマ
ネジメントやガバナンスを共有することを
通して専ら企業（組織）特殊的人的資本を蓄
積することにより実現したものである。日本
の経済成長を支えた企業内での企業（組織）
特殊的人的資本の質的向上と、最近の非営利
組織や社会的経済研究における社会関係資
本の蓄積とは異質のものではなく、もともと
職場内での社会関係資本の蓄積が企業（組
織）特殊的人的資本の蓄積を補完・強化した
ことは明らかである。職場内社会関係資本と、
地域内（市民社会）社会関係資本の蓄積とが
相互排他的な要素の残るメカニズムで行わ
れている日本の現状を転換し、両資本間の柔
軟な流動化によって今後の人口減少社会日
本における社会的サービス供給構造を量
的・質的に安定的なものにすることは可能な
のではないだろうか。 
(3)日本の企業において蓄積された、特定の
企業（組織）でのみ有効な人的資本は、労働

者が長年その企業に勤めることによって蓄
積された知識や技能であり、それは年功的な
賃金カーブや、勤続による企業年金・退職金
の上乗せの裏付けによってインセンティブ
が強化されたものであり、既述したとおりそ
れらは補完的な関係によって相互強化され
ている。ここでもしその一部の前提が崩れた
らどうなるだろうか。例えば、M&A などによ
って会社のオーナーが変わり、それまで暗黙
の前提となっていた長期雇用・年功的賃金カ
ーブの保障が崩れたとき、相互強化のバラン
スが大きく崩れることになる。ホールド・ア
ップ問題はこのような日本企業の状況では
帰結の一つとして起こりうる可能性は高い。
それはまた、同時に蓄積されていた社会関係
資本の毀損にもつながることになる。すなわ
ち、冒頭にあげた社会経済生産性本部・メン
タルヘルス研究所(2007)の経年変化による
信頼やつながりの低下は、このようなプロセ
スによって生じている可能性が高いのであ
る。 
(4)賃金制度の変革と労働インセンティブに
関して、今村が行った労働者調査によれば、
成果主義賃金が導入されることによって、労
働インセンティブが低下したと答えた割合
は約4割に達している。最近賃金制度の変化
があり、それが成果・能力主義への変化であ
ると答えた人に対して、勤労意欲が高まった
か、低下したかを聞いた調査では、「高まっ
た」と答えたものはわずか11.2％、逆に「低
下した」と答えたものは38.5％と、低下した
ものがはるかに上回る結果となった。全体の
約半数50.3％は「変わらない」と答えている
ものの、1 割強しか勤労意欲が高まっていな
い一方で約４割の低下というのは成果主義
賃金制度の是非を揺るがす数字である。 
(5)営利企業の勤労意欲低下とは対照的に、
ＮＰＯやワーカーズ・コレクティブなど社会
的経済 における組織は、資金的・人的な面
での不安定性、雇用機会としてみたときの賃
金、労働時間、雇用保障、社会保険等の質的
な問題がある一方で、多くのメンバーがやり
がい・働きがいを感じつつ活動をしているな
ど、組織の社会的使命からくるポジティブな
インセンティブがあるという特徴を持って
いる営利企業ではこれまでの日本企業の特
徴でもあった組織における労働の均質性に
よる、情報の共有やグループインセンティブ
といった特徴を衰退させていく兆候を示す
なかで、逆に非営利組織では組織の社会関係
資本が良好に蓄積され、さらにそれが非営利
組織の労働インセンティブを強化するとい
う循環が発生しているのである。塚本一郎
(2007)が指摘するように、今後このような営
利企業と非営利企業との組織内インセンテ
ィブのありかたは収斂する方向にあるとは
いえ、その骨格としての特徴はなくなるわけ



 

 

ではなく、社会的経済に課せられた企業家志
向と社会的志向との収斂の試験的ケースと
しての社会的経済の役割は今後さらに重要
となってくる。 
(6)地方自治体などの地域の政策当局は、地
域の社会的サービスの供給先をコーディネ
ートすることで、サービス需要に応えるにあ
たり「マッピング」の把握はもちろんである
が、さらに「コーディネーション」の役割を
求められる。すなわち、自治体は自らが供給
する以外の社会的サービス供給は発注者と
してさまざまな外注先と契約を結ぶのであ
るが、その組織形態はさまざまである。大ま
かに営利・非営利と分けただけでも、その両
者の組織目体は全く異なる。あるいは社会的
企業という視点で見ても、NPO やワーカー
ズ・コレクティブ、協同組合だけでなく株式
会社など営利企業の形態を取るものも少な
くない。すなわち、個々の発注先の様々な組
織目的を巧みにコーディネートすることで、
社会的サービス供給の質量両面で目標を達
成しなければならないのである。 
 このように、異なった目的をもった「社会
的企業」や「非営利組織」の各組織同士のコ
ーディネーションの問題がなぜうまくいか
ないかについては、自治体職員が蓄積してき
た人的資本と社会関係資本の組織特殊性が
原因と考えられる。冒頭にあげた日本の企業
と同様、企業（組織）特殊的人的資本の蓄積
は、高機能でかつ有能な人材を蓄積した地方
自治体・政府組織ほどその特殊性が高い（業
務と人的資本や社会関係資本との相互補完
性・相互強化性）としたら、本来”
Co-Production”というかたちで政府と社会
的企業との接点となるもっとも重要なとこ
ろ、すなわち人的資本の組織を超えた共有と
いう点で、組織間の相互排他性が生じること
になる。簡単に言い換えれば、「役所内の仕
事のルール」を非営利組織や社会的企業との
「協働」でさえも適用除外にできない、政
府・地方自治体の柔軟性を欠く組織運営であ
る。 
(7) Pestoff(1998)ではスウェーデンの社会
的企業によるによる子育てサービス供給組
織である、親協同組合、ボランタリィ組織、
労働者協働組合労働者三者について働くも
ののインセンティブ構造と、子どもを通わせ
ている親が評価する長所を分析している。 
 とりわけ親協同組合は日本ではほとんど
例がないものであるが、そこで働く者たちは、
働く者（ボランティアや労働者）の希望によ
り設計されたボランタリィ組織や労働者協
同組合とほぼ同等の遜色ない満足を示して
いる一方で、子どもを通わせている親たちの
あいだでも、自分たちの影響力が行使できる
ことや、自分の子どもの日常生活への参加が
可能なこと、などの点で他の組織よりは顕著

に高い評価となっている。 
 また、さらに最近の研究 Pestoff(2009a)
および(2009b)などでも、より民主的な運営
をしている社会的サービス供給組織に働く
者、およびそこからのサービス受給者は、よ
り高い社会参加意識をもち、地域の社会関係
資本の源泉となっているという実証研究結
果を示している。サービスの提供者と受給者
の垣根を取り払って、市民による普段の自発
的コミットッメントを促すことで、社会的サ
ービス供給における”Co-Production”にさ
らにサービス需要者側からの労働力提供に
よる関与を巻き込み、より的確な社会的サー
ビス供給の構造構築に至ろうとしているの
である。 
(8)民間営利企業、国・地方公共団体、非営
利組織、それぞれに属する個人の視点から見
て明らかに異なるインセンティブ構造は、そ
のどれか一つの組織に属する個人によって
他のすべての組織の個人のインセンティブ
構造が理解されるものではない。それは異な
った組織間での人材交流、ネットワークの充
実によってのみ可能となる。 
 そのためにも、このような公共的ネットワ
ークの充実の意義を十分に理解し、自らその
ネットワークのコアとなれるような、組織の
違いに対して柔軟な人材が極端に不足して
いる日本の現状は憂慮すべきである。そして、
それはゼロから、つまり大学などの高等教育
機関で育てることも重要であるが、むしろ問
題の緊急性からすれば、複数のセクター間で
の人材ネットワークによって、お互いの組織
の持つ経験、知識取得機会をシェアしあうこ
とによって実現可能となるだろう。これによ
り、民間営利企業や国・地方公共団体といっ
た人材偏在セクターからの流動化をもたら
すことが期待される。繰り返しになるが、こ
れは決して日本の企業・組織にとって新しい
ことではなく、部門間の移動を通したゼネラ
リスト育成の拡張型なのである。 
人口減少社会では、社会的サービス供給にお
ける人材活用の効率化と、需要に適合した無
駄のないサービス提供が求められる。そのた
め、営利・非営利の組織の壁を越えた人材移
動のネットワークが形成され、国・地方公共
団体、営利企業、非営利組織が、完全に個人
化された単位から組み上げられた、あらたな
日本の社会・経済システムのデザインを早急
に具体化すべきである。 
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